
新規事業採択時評価 

 

 

【河川事業】 

（補助事業等） 

 利別川大規模特定河川事業             ・・・・・・・・  １ 

 余市川大規模特定河川事業             ・・・・・・・・  ３ 

 常盤川大規模特定河川事業             ・・・・・・・・  ５ 

 中の川大規模特定河川事業             ・・・・・・・・  ７ 

 真沼津川大規模特定河川事業            ・・・・・・・・  ９ 

 頓別川大規模特定河川事業             ・・・・・・・・ １１ 

 気門別川大規模特定河川事業            ・・・・・・・・ １３ 

 雨竜川大規模特定河川事業             ・・・・・・・・ １５ 

 南九号川大規模特定河川事業            ・・・・・・・・ １７ 

 ポン川大規模特定河川事業             ・・・・・・・・ １９ 

 小町川大規模特定河川事業             ・・・・・・・・ ２１ 

 ウツベツ川大規模特定河川事業           ・・・・・・・・ ２３ 

 長沼川（２期）大規模特定河川事業         ・・・・・・・・ ２５ 

 今出川大規模特定河川事業             ・・・・・・・・ ２７ 

 鎌田川大規模特定河川事業             ・・・・・・・・ ２９ 

 沼川（上流工区）大規模特定河川事業        ・・・・・・・・ ３１ 

 江尾江川大規模特定河川事業            ・・・・・・・・ ３３ 

 笙の川大規模特定河川事業             ・・・・・・・・ ３５ 

 煤谷川大規模特定河川事業             ・・・・・・・・ ３７ 

 寝屋川（鶴見調節池）大規模特定河川事業      ・・・・・・・・ ３９ 

 寝屋川流域特定都市河川浸水被害対策推進事業    ・・・・・・・・ ４１ 

 本川特定都市河川浸水被害対策推進事業       ・・・・・・・・ ４３ 



 阿武川（鍋倉工区）大規模特定河川事業       ・・・・・・・・ ４５ 

 金立川大規模特定河川事業             ・・・・・・・・ ４７ 

 晴気川大規模特定河川事業              ・・・・・・・・ ４９ 

 三本松川大規模特定河川事業            ・・・・・・・・ ５１ 

 佐護川大規模特定河川事業             ・・・・・・・・ ５３ 
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事業名
（箇所名）

利別川大規模特定河川事業

実施箇所

主な事業
の諸元

築堤、河道掘削、護岸

担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

北海道
担当課長名 林　正道

評価
年度

令和4年度北海道足寄町、陸別町

事業期間 事業採択 令和5年度 完了 令和9年度

総事業費
（億円）

30

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・当該地域は、昭和54年10月、平成4年9月の洪水により、家屋浸水などの被害が発生したほか、近年では平成28年8月にも浸水被害が発生。
・現況流下能力が低いため、河道掘削等による河積の拡大を行い、早期に浸水被害を防止する必要がある。

＜達成すべき目標＞
・河道掘削等による河積の拡大を行い、改修の目標とする規模の洪水に対して浸水被害を解消する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

残工期（+10%～-10%） 5.6 5.4

C:総費用(億円) 462 B/C

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：464戸
年平均浸水軽減面積：238ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成30年度
B:総便益
(億円)

2,486

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
　平成30年10月に学識者等による第三者から構成される公共事業評価専門委員会を開催し、事業を継続することは妥当の評価結果となってい
る。

全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 5.2 5.6

EIRR
（％）

18.8

感度分析

5.4 B-C 2,024

資産（-10%～+10%） 4.9 5.9

事業の効
果等

・改修の目標とする規模の洪水に対して、家屋1,939戸、農地813haの浸水被害を解消する。

新規

1



利別川　大規模特定河川事業　位置図

十勝川水系利別川
とかちがわ としべつがわ

N

北海道足寄郡 足寄町、陸別町
ほっかいどう あしょろぐん あしょろちょう りくべつちょう

本別町

足寄町

陸別町

0 2.5 5km 10km

※想定氾濫区域：事業着手時点の河道において、計画の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域

国土地理院発行「芽登温泉、陸別、上士幌、足寄、高嶋、本別」1/50000を使用

大規模特定河川事業

計画区間L=15.50km
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広域河川改修事業

計画区間L=75.70km
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事業名
（箇所名）

余市川大規模特定河川事業

実施箇所

主な事業
の諸元

築堤、河道掘削、護岸、取水工

担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

北海道
担当課長名 林　正道

評価
年度

令和4年度北海道仁木町

事業期間 事業採択 令和5年度 完了 令和9年度

総事業費
（億円）

26

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・当該地域は、昭和31年8月、昭和37年8月の洪水により、家屋浸水などの被害が発生したほか、近年では平成10年5月、9月にも家屋浸水の被
害が発生。
・現況流下能力が低いため、河道掘削等による河積の拡大を行い、早期に浸水被害を防止する必要がある。

＜達成すべき目標＞
・堤防の新設や河道掘削等による河積の拡大を行い、改修の目標とする規模の洪水に対して浸水被害を解消する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

残工期（+10%～-10%） 4.0 4.0

C:総費用(億円) 3,932 B/C

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：1,599戸
年平均浸水軽減面積：800ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成30年度
B:総便益
(億円)

15,744

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
　平成30年10月に学識者等による第三者から構成される公共事業評価専門委員会を開催し、事業を継続することは妥当の評価結果となってい
る。

全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 4.0 4.1

EIRR
（％）

11.5

感度分析

4.0 B-C 11,812

資産（-10%～+10%） 3.6 4.4

事業の効
果等

・改修の目標とする規模の洪水に対して、家屋5,678戸、農地1,341haの浸水被害を解消する。

新規
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余市川　大規模特定河川事業　位置図

余市町

仁木町

余市川水系余市川
よいちがわ よいちがわ

N

北海道余市郡 仁木町
ほっかいどう よいちぐん にきちょう

※想定氾濫区域：事業着手時点の河道において、計画の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域

国土地理院発行「古平、小樽西部、茅沼、仁木」1/50000を使用

0 1.5km 3km

大規模特定河川事業

計画区間L=2.52km

広域河川改修事業

計画区間L=30.60km
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事業名
（箇所名）

常盤川大規模特定河川事業

実施箇所

主な事業
の諸元

橋梁架替

担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

北海道
担当課長名 林　正道

評価
年度

令和4年度北海道函館市

事業期間 事業採択 令和5年度 完了 令和14年度

総事業費
（億円）

30

目的・必要
性

残工期（+10%～-10%） 4.2 4.2

C:総費用(億円) 32 B/C

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：86戸
年平均浸水軽減面積：11ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

135

＜解決すべき課題・背景＞
・当該地域は、平成7年8月、平成9年8月、10月の豪雨により、家屋浸水など甚大な被害が発生。

＜達成すべき目標＞
・洪水の安全な流下を阻害している橋梁の改築を集中的に実施し、改修の目標とする規模の洪水に対して浸水被害を解消する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
　令和元年10月に学識者等による第三者から構成される公共事業評価専門委員会を開催し、事業を継続することは妥当の評価結果となってい
る。

全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 3.9 4.6

EIRR
（％）

21.4

感度分析

4.2 B-C 103

資産（-10%～+10%） 3.8 4.6

事業の効
果等

・改修の目標とする規模の洪水に対して、家屋279戸、農地4haの浸水被害を解消する。

新規
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常盤川　大規模特定河川事業　位置図

常盤川水系常盤川
ときわがわ ときわがわ

N

北海道函館市
ほっかいどう はこだてし

常盤川

函館市

北斗市

津軽海峡

※想定氾濫区域：事業着手時点の河道において、計画の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域

国土地理院発行「函館、大沼公園」1/50000を使用0 0.25 0.5 1km

大規模特定河川事業

計画区間L=0.19km

総合流域防災事業

計画区間L=1.55km

KP4.48

KP4.67
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その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・令和3年10月に学識者等による第三者から構成される公共事業再評価専門委員会を開催し、事業を継続することは妥当の評価結果となって
いる。

全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 3.5 4.2

EIRR
（％）

18.9

感度分析

3.8 B-C 181

資産（-10%～+10%） 3.5 4.2

事業の効
果等

・改修の目標とする規模の洪水に対して、家屋82戸、農地81haの浸水被害を解消する。

残工期（+10%～-10%） 3.8 3.8

C:総費用(億円) 64 B/C

便益の主
な根拠

・年平均浸水軽減戸数：39戸
・年平均浸水軽減面積：58ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和3年度
B:総便益
(億円)

245

総事業費
（億円）

66

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・当該地域は、平成6年9月、平成7年8月の洪水により、家屋浸水などの被害が発生したほか、近年では令和3年11月、令和4年8月にも浸水被
害が発生。
・現況流下能力が低いため、河道掘削等による河積の拡大を行い、早期に浸水被害を軽減する必要がある。

＜達成すべき目標＞
・河道掘削に伴う橋梁架替等を集中的に実施し、改修の目標とする規模の洪水に対して浸水被害を解消する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

事業期間 事業採択 令和5年度 完了 令和14年度

実施箇所

主な事業
の諸元

築堤、河道掘削、護岸、橋梁

担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

北海道
担当課長名 林　正道

評価
年度

令和4年度北海道知内町

事業名
（箇所名）

中の川大規模特定河川事業

新規
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中の川　大規模特定河川事業　位置図

知内町
しりうちちょう

※想定氾濫区域：事業着手時点の河道において、計画の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域

国土地理院発行「知内」1/50000を使用 中の川水系中の川
なかのがわ なかのがわ

N

北海道上磯郡知内町
ほっかいどうかみいそぐん しりうちちょう

中の川地区

総合流域防災事業

計画区間L=5.20km

大規模特定河川事業

計画区間L=1.90km

大規模特定河川事業

計画区間L=1.50km

総合流域防災事業

計画区間L=1.50km
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サンナス川地区
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事業の効
果等

・改修の目標とする規模の洪水に対して、家屋3,358戸、農地8haの浸水被害を解消する。

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・令和4年10月に学識者等による第三者から構成される公共事業再評価専門委員会を開催し、事業を継続することは妥当の評価結果となって
いる。

EIRR
（％）

14.1

感度分析

4.9 B-C 330

残事業費（+10%～-10%） 4.6 5.2

資産（-10%～+10%） 4.4 5.3
残工期（+10%～-10%） 4.9 4.9

C:総費用(億円) 85

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B/C

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：433戸
年平均浸水軽減面積：18ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和4年度
B:総便益
(億円)

415

評価
年度

令和4年度北海道新ひだか町

総事業費
（億円）

60

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・当該地域は、平成7年8月、平成13年9月の洪水等により、家屋浸水など多大な被害が発生したほか、近年では平成26年8月、平成28年8月に
も家屋浸水などの被害が発生。
・現況流下能力が低いため、河道掘削等による河積の拡大を行い、早期に浸水被害を防止する必要がある。

＜達成すべき目標＞
・河道掘削に伴う橋梁架替等を集中的に実施し、、改修の目標とする規模の洪水に対して浸水被害を解消する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

主な事業
の諸元

河道掘削、護岸、橋梁

事業期間 事業採択 令和5年度 完了 令和14年度

事業名
（箇所名）

真沼津川大規模特定河川事業
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
北海道

担当課長名 林　正道

実施箇所

新規
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真沼津川　大規模特定河川事業　位置図

0 0.25 0.5 1km

真沼津川水系真沼津川
し ん ぬ つ が わ し ん ぬ つ が わ

N

北海道日高郡新ひだか町
ほっかいどう ひだかぐん しん ちょう

※想定氾濫区域：事業着手時点の河道において、計画の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域

国土地理院発行「静内」1/50000を使用

総合流域防災事業

計画区間L=3.3km

大規模特定河川事業

計画区間L=1.50 km
KP

0.
27

 

KP
1.

77
   

10



～
～
～

事業名
（箇所名）

頓別川大規模特定河川事業

実施箇所

主な事業
の諸元

築堤、河道掘削、護岸、橋梁

担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

北海道
担当課長名 林　正道

評価
年度

令和4年度北海道中頓別町

事業期間 事業採択 令和5年度 完了 令和9年度

総事業費
（億円）

30

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・当該地域は、平成9年8月、平成12年10月の豪雨により、家屋浸水など甚大な被害が発生。
・現況流下能力が低いため、河道掘削等による河積の拡大を行い、早期に浸水被害を防止する必要がある。

＜達成すべき目標＞
・河道掘削等による河積の拡大を行い、改修の目標とする規模の洪水に対して浸水被害を解消する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

残工期（+10%～-10%） 1.3 1.3

C:総費用(億円) 935 B/C

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：124戸
年平均浸水軽減面積：1,149ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成30年度
B:総便益
(億円)

1,255

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
　平成30年10月に学識者等による第三者から構成される公共事業評価専門委員会を開催し、事業を継続することは妥当の評価結果となってい
る。

全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 1.3 1.4

EIRR
（％）

5.0

感度分析

1.3 B-C 320

資産（-10%～+10%） 1.2 1.5

事業の効
果等

・改修の目標とする規模の洪水に対して、家屋564戸、農地1,780haの浸水被害を解消する。

新規
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頓別川　大規模特定河川事業　位置図

頓別川水系頓別川
とんべつがわ とんべつがわ

N

北海道枝幸郡 中頓別町
ほっかいどう えさしぐん なかとんべつちょう

ク
ッ
チ
ャ
ロ
川

中頓別町

浜頓別町

オホーツク海

※想定氾濫区域：事業着手時点の河道において、計画の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域

国土地理院発行「浜頓別、中頓別」1/50000を使用

0 1.25 2.5 5km

広域河川改修事業

計画区間L=38.21km

大規模特定河川事業

計画区間L=7.13km
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～

事業名
（箇所名）

気門別川大規模特定河川事業
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
北海道

担当課長名 林　正道

実施箇所

主な事業
の諸元

河道掘削、護岸、橋梁

事業期間 事業採択 令和5年度 完了 令和14年度

評価
年度

令和4年度北海道伊達市

総事業費
（億円）

50

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・当該地域は、昭和56年8月、昭和57年10月の洪水等により、家屋浸水など多大な被害が発生し、家屋浸水など多大な被害が発生。
・現況流下能力が低いため、河道掘削等による河積の拡大を行い、早期に浸水被害を防止する必要がある。

＜達成すべき目標＞
・河道掘削に伴う橋梁架替等を集中的に実施し、改修の目標とする規模の洪水に対して浸水被害を解消する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

C:総費用(億円) 225

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B/C

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：248戸
年平均浸水軽減面積：14ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和4年度
B:総便益
(億円)

1,542

事業の効
果等

・改修の目標とする規模の洪水に対して、家屋1,752戸、農地30haの浸水被害を解消する。

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・令和4年10月に学識者等による第三者から構成される公共事業再評価専門委員会を開催し、事業を継続することは妥当の評価結果となって
いる。

EIRR
（％）

35.4

感度分析

6.9 B-C 1,317

残事業費（+10%～-10%） 6.6 7.1

資産（-10%～+10%） 6.2 7.5
残工期（+10%～-10%） 6.9 6.8

新規
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気門別川　大規模特定河川事業　位置図

0 0.5 1km 2km

気門別川水系気門別川
きもんべつがわ きもんべつがわ

N

北海道伊達市
ほっかいどう だ て し

※想定氾濫区域：事業着手時点の河道において、計画の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域

国土地理院発行「伊達、洞爺湖温泉」1/50000を使用

伊達市

太平洋

広域河川改修事業

計画区間L=6.20km

大規模特定河川事業

計画区間L=2.67km

KP
0.
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事業名
（箇所名）

雨竜川大規模特定河川事業
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
北海道

担当課長名 林　正道

実施箇所

主な事業
の諸元

築堤、河道掘削、橋梁

事業期間 事業採択 令和5年度 完了 令和14年度

評価
年度

令和4年度北海道幌加内町

総事業費
（億円）

123

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・平成26年8月、令和2年11月の洪水により、甚大な被害が発生していることから、現在、国で実施している雨竜川ダム再生事業と連携を図り
  ながら、早急に治水安全度を向上させる必要がある。

＜達成すべき目標＞
・堤防の新設や河道掘削等による河積の拡大を行い、改修の目標とする規模の洪水に対して浸水被害を解消する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

C:総費用(億円) 189

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B/C

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：2戸
年平均浸水軽減面積：148ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和3年度
B:総便益
(億円)

229

事業の効
果等

・改修の目標とする規模の洪水に対して、家屋24戸、農地496haの浸水被害を解消する。

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
　令和4年10月に学識者等による第三者から構成される公共事業評価専門委員会を開催し、新規事業の要望を行うことは妥当の評価結果と
なっている。

EIRR
（％）

5.1

感度分析

1.2 B-C 40

残事業費（+10%～-10%） 1.1 1.3

資産（-10%～+10%） 1.1 1.3
残工期（+10%～-10%） 1.2 1.2

新規
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雨竜川　大規模特定河川事業　位置図

0 2.5 5km 10km

東神楽町

石狩川水系雨竜川
いしかりがわ うりゅうがわN

北海道雨竜郡幌加内町
ほっかいどう うりゅうぐん ほろかないちょう

※想定氾濫区域：事業着手時点の河道において、計画の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域

国土地理院発行「添牛内」1/50000を使用

雨竜第二ダム

雨竜第一ダム

幌加内町

士別市

小平町 苫前町

大規模特定河川事業

計画区間L=28.10km

大規模特定河川事業

計画区間L=5.30km
大規模特定河川事業

計画区間L=22.80km
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広域河川改修事業

計画区間L=37.20km

広域河川改修事業

計画区間L=5.30km

広域河川改修事業

計画区間L=31.90km
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事業名
（箇所名）

南九号川大規模特定河川事業
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
北海道

担当課長名 林　正道

実施箇所

主な事業
の諸元

河道掘削、護岸、橋梁

事業期間 事業採択 令和5年度 完了 令和7年度

評価
年度

令和4年度北海道長沼町

総事業費
（億円）

8.4

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・当該地域は、平成11年8月、平成12年5月、平成13年9月の洪水等により、家屋浸水など多大な被害が発生し、家屋浸水など多大な被害が発
生。
・現況流下能力が低いため、河道掘削等による河積の拡大を行い、早期に浸水被害を防止する必要がある。

＜達成すべき目標＞
・直轄河川の取り組みと合わせた流域治水として、河道の掘削による河積の拡大などを集中的に実施し、改修の目標とする規模の洪水に対し
て浸水被害を解消する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

C:総費用(億円) 42

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B/C

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：11戸
年平均浸水軽減面積：270ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和4年度
B:総便益
(億円)

1,264

事業の効
果等

・改修の目標とする規模の洪水に対して、家屋33戸、農地783haの浸水被害を解消する。

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・令和4年10月に学識者等による第三者から構成される公共事業再評価専門委員会を開催し、事業を継続することは妥当の評価結果となって
いる。

EIRR
（％）

13,380.0

感度分析

30.1 B-C 1,222

残事業費（+10%～-10%） 29.9 31.0

資産（-10%～+10%） 27.4 33.4
残工期（+10%～-10%） 30.4 30.4

新規
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南九号川　大規模特定河川事業　位置図

0 0.5 1km 2km

東神楽町

石狩川水系南九号川
いしかりがわ みなみきゅうごうがわ

N

北海道夕張郡長沼町
ほっかいどうゆうばりぐんながぬまちょう

※想定氾濫区域：事業着手時点の河道において、計画の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域

国土地理院発行「恵庭」1/50000を使用

長沼町

国道274号

南九号川

嶮淵川

ウレロッチ川

舞鶴遊水地

総合流域防災事業

計画区間L=7.80km

大規模特定河川事業

計画区間L=3.40m

南九号川

計画区間L=1.57km

支川ウレロッチ川

計画区間L=1.83km
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事業名
（箇所名）

ポン川大規模特定河川事業

実施箇所

主な事業
の諸元

築堤、河道掘削、護岸、橋梁

担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

北海道
担当課長名 林　正道

評価
年度

令和4年度北海道東神楽町

事業期間 事業採択 令和5年度 完了 令和14年度

総事業費
（億円）

99

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・当該地域は、昭和56年8月の洪水等により、家屋浸水など多大な被害が発生し、近年でも平成23年9月、平成30年7月の豪雨による洪水で、
　家屋浸水など多大な被害が発生。
・現況流下能力が低いため、河道掘削等による河積の拡大を行い、早期に浸水被害を防止する必要がある。

＜達成すべき目標＞
・河道掘削に伴う橋梁架替等を集中的に実施し、改修の目標とする規模の洪水に対して浸水被害を解消する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

残工期（+10%～-10%） 12.0 11.8

C:総費用(億円) 333 B/C

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：372戸
年平均浸水軽減面積：280ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和3年度
B:総便益
(億円)

3,963

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
　令和3年10月に学識者等による第三者から構成される公共事業評価専門委員会を開催し、事業を継続することは妥当の評価結果となってい
る。

全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 11.5 12.3

EIRR
（％）

173.7

感度分析

11.9 B-C 3,630

資産（-10%～+10%） 10.8 13.0

事業の効
果等

・改修の目標とする規模の洪水に対して、家屋761戸、農地545haの浸水被害を解消する。

新規

19



ポン川　大規模特定河川事業　位置図

石狩川水系ポン川
いしかりがわ がわ

N

北海道上川郡 東神楽町
ほっかいどう かみかわぐん ひがしかぐらちょう

八千代川

東神楽

※想定氾濫区域：事業着手時点の河道において、計画の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域

国土地理院発行「旭川、当麻、美瑛、志比内」1/50000を使用

0 0.5 1km 2km

大規模特定河川事業

計画区間L=1.50km

大規模特定河川事業

計画区間L=1.27km

大規模特定河川事業

計画区間L=2.74km

KP
7.
30

KP
8.
80

KP
0.
00

KP
1.
27

KP
0.
00

KP
2.
74

広域河川改修事業（八千代川） 計画区間L=6.60km

広域河川改修事業（ポン川）

計画区間L=8.90km

広域河川改修事業（稲荷川） 計画区間L=4.80km
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その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
　平成30年10月に学識者等による第三者から構成される公共事業評価専門委員会を開催し、新規事業の要望を行うことは妥当の評価結果と
なっている。

全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 2.3 2.8

EIRR
（％）

11.7

感度分析

2.5 B-C 55

資産（-10%～+10%） 2.3 2.7

事業の効
果等

・改修の目標とする規模の洪水に対して、家屋2,452戸、農地9haの浸水被害を解消する。

残工期（+10%～-10%） 2.5 2.5

C:総費用(億円) 37 B/C

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：38戸
年平均浸水軽減面積：2ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成30年度
B:総便益
(億円)

92

総事業費
（億円）

51

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・当該地域は、過去に改修を行っているが、平成28年8月の洪水などにより、計画高水位の超過が観測されており、市街地としては治水安全度
が低い状況にある。
・現況流下能力が低いため、河道掘削等による河積の拡大を行い、早期に浸水被害を防止する必要がある。

＜達成すべき目標＞
・遊水地を整備する流域治水型の河川整備により、河道拡幅による市街地部の家屋移転や多数の橋梁架替を不要とし、改修の目標とする規模
の洪水に対して浸水被害を解消する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

事業期間 事業採択 令和5年度 完了 令和14年度

実施箇所

主な事業
の諸元

河道掘削、護岸、遊水地

担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

北海道
担当課長名 林　正道

評価
年度

令和4年度北海道北見市

事業名
（箇所名）

小町川大規模特定河川事業

新規
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小町川　大規模特定河川事業　位置図

常呂川水系小町川
ところがわ こまちがわ

N

北海道 北見市
ほっかいどう きたみし

北見市

小町川

※想定氾濫区域：事業着手時点の河道において、計画の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域

国土地理院発行「北見」1/50000を使用0 0.25 0.5 1km

遊水

地

大規模特定河川事業

計画区間L=4.80km
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広域河川改修事業

計画区間L=4.80km
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事業名
（箇所名）

ウツベツ川大規模特定河川事業
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
北海道

担当課長名 林　正道

実施箇所

主な事業
の諸元

河道掘削、護岸

事業期間 事業採択 令和5年度 完了 令和9年度

評価
年度

令和4年度北海道帯広市

総事業費
（億円）

12

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・当該地域は、昭和56年8月に発生した洪水によ,,家屋や農地に甚大な被害がなどの被害が発生。
・現況流下能力が低いため、河道掘削等による河積の拡大を行い、早期に浸水被害を軽減する必要がある。

＜達成すべき目標＞
・河道掘削等による河積の拡大を行い、改修の目標とする規模の洪水に対して浸水被害を解消する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

C:総費用(億円) 3,225

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B/C

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：9,041戸
年平均浸水軽減面積：585ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成30年度
B:総便益
(億円)

111,897

事業の効
果等

・改修の目標とする規模の洪水に対して、家屋33,587戸、農地2,248haの浸水被害を解消する。

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
　平成30年10月に学識者等による第三者から構成される公共事業評価専門委員会を開催し、事業を継続することは妥当の評価結果となってい
る。

EIRR
（％）

444.2

感度分析

34.7 B-C 108,672

残事業費（+10%～-10%） 33.7 35.7

資産（-10%～+10%） 31.4 38.0
残工期（+10%～-10%） 34.7 34.7

新規
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ウツベツ川　大規模特定河川事業　位置図

0 0.5 1km 2km
十勝川水系ウツベツ川
とかちがわ がわ

N

北海道帯広市
ほっかいどう おびひろし

国土地理院発行「帯広」1/50000を使用

大規模特定河川事業

計画区間L=2.60km

KP
2.

26

KP
4.

86
 

広域河川改修事業(ウツベツ川地区）

計画区間L=8.20km

※想定氾濫区域：事業着手時点の河道において、計画の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域
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事業名
（箇所名）

長沼川（２期）大規模特定河川事業
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
宮城県

担当課長名 林　正道

実施箇所 宮城県登米市
評価
年度

令和4年度

主な事業
の諸元

排水機場、調節池

事業期間 事業採択 令和５年度 完了 令和７年度

総事業費
（億円）

10

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・一級河川北上川水系長沼川は，現況が旧迫川と合流しているが，下流部は断面が非常に狭く河床勾配が緩いため，台風や大雨時に河川の
水が滞留しやすい。さらに流域（左岸側）には旧迫町の中心市街地となっており，平成14年7月の台風6号では床上浸水2戸、床下浸水69戸の被
害も生じている。

＜達成すべき目標＞
・新たに迫川への排水機場，及び調節池を整備し，1／10確率の洪水に対して浸水被害の解消を図る。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

令和4年度
B:総便益
(億円)

345

感度分析
残事業費　　（＋10％ ～ －10％）　B/C（ 4.1～4.3 ）
残工期　　　 （＋10％ ～ －10％）　B/C（ 4.0～4.4 ）
資産　　　　　（－10％ ～ ＋10％）　B/C（ 3.8～4.6 ）

C:総費用(億円) 82 B/C 4.2 B-C 263

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：2,165戸
年平均浸水軽減面積：650ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、
①登米市中心市街地における洪水による浸水被害の軽減が図られる。
②関連事業として実施する、長沼川（１期）大規模特定河川事業、及び公共下水道事業における整備の推進により、内水による浸水被害の低
減が図られる。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
学識者等による第三者から構成される意見交換会を開催し、事業実施及び河川整備計画について了承を得ている。

EIRR
（％）

23.2

新規
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長沼川大規模特定河川事業位置図
位置図

宮城県

きたかみがわ ながぬまがわ

北上川水系 長沼川

長沼川（１期）大規模特定河川事業
改修延長 L=1,400m

出典：国土地理院地図

℗

長沼川（２期）大規模特定河川事業
排水機場、調節池
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事業の効
果等

・令和元年東日本台風と同規模の洪水に対して、浸水被害を解消する。

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
　令和5年2月24日に学識経験者である日大長林名誉教授に意見聴取を行い、事業実施について了解が得られた。

EIRR
（％）

23.6

感度分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全体事業（B/C）
残事業費　（＋10％ ～ －10％）　　　　  5.2　～　6.4
 残工期　　（＋10％ ～ －10％）　　　 　 5.6　～　6.0
　資産　　　（－10％ ～ ＋10％）　　　　  5.3　～　6.3

5.8 B-C 83C:総費用(億円) 17 B/C

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：7戸
年平均浸水軽減面積：1ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和4年度
B:総便益
(億円)

100

総事業費
（億円）

20

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・当該地域は、令和元年東日本台風に伴う豪雨により越水し、今出川においては、浸水面積約20ha、家屋約248戸の浸水被害が発生した。
・現況流下能力が低いため、河道掘削等による河積の拡大を行い、早期に浸水被害を軽減する必要がある。

＜達成すべき目標＞
・河道掘削等による河積の拡大を行い、改修の目標とする規模の洪水に対して浸水被害を解消する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

主な事業
の諸元

河道掘削、護岸、橋梁架替等

事業期間 事業採択 令和5年度 完了 令和14年度

担当課長名 林　正道

実施箇所 福島県石川町
評価
年度

令和4年度

事業名
（箇所名）

今出川大規模特定河川事業
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
福島県

新規
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今出川 大規模特定河川事業位置図

位置図 今出川

大規模特定河川事業 L ＝300m

今出川

旧石川町役場
石川土木事務所
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事業名
（箇所名）

鎌田川大規模特定河川事業
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
山梨県

担当課長名 林　正道

実施箇所 山梨県中央市
評価
年度

令和4年度

主な事業
の諸元

掘削工、築堤工、護岸工、樋門工、床止工

事業期間 事業採択 令和5年度 完了 令和7年度

総事業費
（億円）

5.9

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・鎌田川は、流域内の都市化が著しい地域であり、笛吹川(直轄)の背水による影響が大きく、昭和５８年８月豪雨による洪水等で甚大な被害が
発生。
・当該豪雨では、床上浸水37戸、床下浸水503戸の甚大な被害が発生したことから、流下能力不足区間について、早急に整備を進める必要が
ある。

＜達成すべき目標＞
・流下能力不足区間を整備し、50年に１回の確率規模の豪雨と同規模の洪水に対して、浸水被害を解消する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

令和4年度
B:総便益
(億円)

3,298 5.1 B-C 2,646C:総費用(億円) 652 B/C

便益の主
な根拠

浸水被害軽減戸数：1,278戸
浸水被害軽減面積：248ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度

事業の効
果等

当該事業を実施することにより、 浸水区域の軽減により人家等の被害軽減が図られる。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
令和2年度に学識経験者による第三者から構成される県の公共事業評価委員会を開催し、河川整備を可とした答申を得ている。

EIRR
（％）

26.4

感度分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全体事業（B/C）
残事業費　　（＋10％ ～ －10％）　　　5.0～5.1
残工期　　　 （＋10％ ～ －10％）　　　5.1～5.1
資産　　　　　（－10％ ～ ＋10％）　　　4.6～5.6

新規
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○鎌田川大規模特定河川事業位置図

位置図

山梨県
富士川水系鎌田川

ふじかわ かまたかわ

流
川

渋
川

神
明
川

山
王
川

東
花
輪
川清

川

JR身延

：S58.8洪水 浸水範囲

リニア山梨県駅（予定）

鎌田川改修延長 L=0.5km
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事業の効
果等

当該事業を計画的・集中的に実施することで浸水被害の軽減を図るとともに、一連区間が完了することで家屋浸水被害の概ねの解消を図る。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
令和４年11月に学識者等による第三者から構成される事業評価監視委員会を開催し、事業を継続するのが相当との回答を得ている。

EIRR
（％）

6.8

感度分析
残事業費　　（＋10％ ～ －10％）　B/C（2.1～2.2）
残工期　　　 （＋10％ ～ －10％）　B/C（2.1～2.2）
資産　　　　　（－10％ ～ ＋10％）　B/C（1.9～2.4）

C:総費用(億円) 365 B/C 2.1 B-C 414

便益の主
な根拠

浸水被害軽減戸数：3,564戸
浸水被害軽減面積：95ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和４年度
B:総便益
(億円)

779

総事業費
（億円）

56

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・河道が狭小であることから、現況流下能力が非常に低い。
・流域の市街化の進展による流出増や地形的な要因による内水被害が頻発している。
・近年でも平成19年7月洪水で床上16戸、床下65戸、平成20年7月洪水で床上19戸、床下73戸、平成26年10月洪水で床上4戸、床下54戸、令和
３年７月洪水で床上156戸、床下57戸の浸水被害が頻発している。
＜達成すべき目標＞
・放水路整備を集中的に進めることで早期に浸水被害の軽減を図る。
＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

事業期間 事業採択 令和５年度 完了 令和14年度

評価
年度

令和４年度

主な事業
の諸元

放水路等

担当課長名 林 正道

実施箇所 静岡県沼津市

事業名
（箇所名）

沼川（上流工区）大規模特定河川事業
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
静岡県

新規
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表示内容（基図には枠内おさまるよう縮尺の地形図を使用する。）

・位置図（余白に貼り付け）
・浸水区域
・大規模特定河川事業区間（旗揚げ、整備延長表示）
・現在実施中の事業区間（旗揚げ、整備延長表示）
・主要な河川名
・主要な横断工作物 等

大規模特定河川事業　事業計画（全体計画概要図）

事業者：静岡県

新東名高

東名高速

国道1号

東海道線

東海道新幹線

沼川（上流）大規模特定河川事業

全体計画L＝２．３Kｍ

沼津市
中心市街地

沼川（下流）大規模特定河川事業

（一）沼川 L＝０．９Kｍ

沼川

高橋川

沼川第２放水路

1級河川富士川水系沼川
沼津市大塚

28400

T.P.+9.960

9400 9600 9400

▽地下水位 T.P.+2.125

地盤改良(薬液注入工)

3
0
0
0

2200 220024000

区間：沼川本川から海岸区間

トンネル部
土留工
函体工
地盤改良工
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事業の効
果等

当該事業を計画的・集中的に実施することで浸水被害の軽減を図るとともに、一連区間が完了することで家屋浸水被害の概ねの解消を図る。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
令和元年10月に学識者等による第三者から構成される事業評価監視委員会を開催し、事業を継続するのが相当との回答を得ている。

EIRR
（％）

24.4

感度分析
残事業費　　（＋10％ ～ －10％）　B/C（ 3.6 ～ 4.3 ）
残工期　　　 （＋10％ ～ －10％）　B/C（ 3.9 ～ 3.9 ）
資産　　　　　（－10％ ～ ＋10％）　B/C（ 3.5～ 4.3 ）

C:総費用(億円) 18 B/C 3.9 B-C 53

便益の主
な根拠

浸水被害軽減戸数：28戸
浸水被害軽減面積：5.1ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

71

総事業費
（億円）

27

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・河道が狭小であることから、現況流下能力が非常に低い。
・流域の市街化の進展による流出増や地形的な要因による内水被害や外水氾濫が頻発している。
・近年でも平成26年7月洪水で床上21戸、床下31戸、令和３年７月洪水で床上21戸、床下59戸の浸水被害が発生している。
＜達成すべき目標＞
・築堤および河道掘削を集中的に進めることで早期に浸水被害の軽減を図る。
＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

主な事業
の諸元

築堤、河道掘削等

事業期間 事業採択 令和５年度 完了 令和１３年度

実施箇所 静岡県富士市
評価
年度

令和４年度

担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

静岡県
担当課長名 林 正道

事業名
（箇所名）

江尾江川大規模特定河川事業

新規
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大規模特定河川事業　事業計画（全体計画概要図）

事業者：静岡県

富士

大規模特定
河川事業区間
L＝1,500m

浸水実績

H19.7.15 床上13戸、床下69戸

H20.7. 4 床下7戸

H26.10.6 床上21戸、床下31戸

R３. ７. ３ 床上21戸、床下59戸

河川整備区間
L＝1,900m

江尾江川流域

浸水域
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事業名
（箇所名）

笙の川大規模特定河川事業

令和4年度

担当課 水管理・国土保全局　治水課 事業
主体

福井県
担当課長名 林　正道

評価
年度

実施箇所 福井県敦賀市

事業期間 事業採択 令和５年度 完了

主な事業の
諸元

河道掘削、護岸補強工、橋梁工

総事業費
（億円）

34

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・笙の川は、敦賀市の人口・資産の集積地帯を貫流する築堤河川であるが、河川整備計画で目標とする流量950m3/sに対して現況流下能力が520m3/sと低く、
洪水が発生すると越水・破堤が生じ、市街地の浸水により約３，９００戸の被害が生じる。
・過去５年で４回避難勧告等を発令しており、特に平成２９年８月の台風５号では、氾濫危険水位を大きく超過し、避難指示を発令している。

＜達成すべき目標＞
・河川整備計画の目標である1/50規模の洪水を安全に流下させる。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

令和１２年度

令和４年度

B:総便益
(億円)

918

感度分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　            事業全体のB/C
残事業費　（＋10％ ～ －10％）　　18.6　～　22.7
残 工 期　 （－10％ ～ ＋10％）　　19.7　～　21.3
資　　産　（－10％ ～ ＋10％）　　　18.4　～　22.5

C:総費用(億円) 45 B/C 20.4 B-C 873

便益の主な
根拠

年平均浸水被害軽減戸数：973戸
年平均浸水軽減面積：68.9ha

事業全体の
投資効率性

基準年度

事業の効果
等

　当該事業により河道掘削を実施し、河川水位を減少させることで、河川水位が減少し、敦賀市街地の浸水被害を軽減することができる。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
令和元年10月に、学識経験者等による第三者から構成される「令和元年度福井県公共事業等評価委員会」を開催し、本事業については事業継続で承認された。

EIRR（％） 428.0

新規
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笙の川大規模特性河川改修事業 位置図

位置図

笙の川

敦賀駅 敦賀IC

敦賀JCT

木ノ芽川

敦賀市役所
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～
～
～

担当課長名 林　正道

実施箇所

事業名
（箇所名）

煤谷川大規模特定河川事業
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
京都府

京都府相楽郡精華町
評価
年度

令和4年度

主な事業
の諸元

護岸工、橋梁工、堰工、床止工

事業期間 事業採択 令和5年度 完了 令和14年度

総事業費
（億円）

62

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・関西文化学術研究都市の開発による河川への流出量増加が予想され、周辺住民への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
・護岸工、橋梁工、堰工、床止工等を施工して河川断面を広げ、流下能力の向上を図る。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

令和4年度
B:総便益
(億円)

885 C:総費用(億円) 470 B/C 1.9 B-C 415

便益の主
な根拠

浸水被害軽減戸数　1,739戸
浸水被害軽減面積　278ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画確率降雨に伴う洪水に対する流下能力を確保し、早期に浸水被害軽減を図る。

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
令和4年10月14日に開催した「第22回木津川・桂川・宇治川圏域河川整備計画検討委員会」において、木津川圏域河川整備計画の進捗点検に
ついて、「事業継続は妥当」とする結論を得た。

EIRR
（％）

8.3

感度分析

全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 1.8 1.9
残工期（+10%～-10%） 1.9 1.9
資産（-10%～+10%） 1.7 2.1

新規
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煤谷川大規模特定河川事業 位置図

位置図位置図

京都府

よど すすたに

淀川水系煤谷川
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事業名
（箇所名）

寝屋川（鶴見調節池）大規模特定河川事業
担当課 水管理・国土保全局　治水課 事業

主体
大阪府

担当課長名 林　正道

実施箇所 大阪府大阪市
評価
年度

令和４年度

主な事業
の諸元

シールド工

事業期間 事業採択 令和５年度 完了 令和１４年度

総事業費
（億円）

650

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・大阪府の東部に位置する寝屋川流域は、流域の3/4は雨水が自然に河川に流れ込まない「内水域」であり、雨水をポンプで強制的に河川へ
排出している。また、河川に集められた雨水の出口は、寝屋川の京橋口ただ一ヶ所しかなく、浸水が起こりやすい地形である。
・流域には、大阪府全体の約1/3にあたる住民約273万人が生活しており、日本の経済を担うオンリーワン企業が多く立地している。
・平成24年8月14日、寝屋川市で143mm/hを観測するなど局地的な大雨が発生し、床下17,080戸、床上2,554戸の甚大な浸水被害が発生した。
・平成18年1月13日に「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき特定都市河川流域に指定され、令和4年5月19日には特定都市河川浸水被害
対策法の改正に伴い、法定協議会を設立した。今後これを契機に、雨水貯留浸透施設の整備や河道改修により、更なる流域治水の推進を行
い、早期に地域の安全性の向上を図る。

＜達成すべき目標＞
　寝屋川北部地下河川鶴見調節池を整備とすることにより、浸水軽減面積の拡大（約1,000ha）および雨水貯留量（12万m3)を確保し、浸水被害
を軽減することができる。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

令和４年度
B:総便益
(億円)

151,804

感度分析
残事業費　　（＋10％ ～ －10％）　B/C（　7.9  ～　8.5 ）
残工期　　　 （＋10％ ～ －10％）　B/C（　8.1  ～  8.2 ）
資産　　　　　（－10％ ～ ＋10％）　B/C（　7.3  ～  9.0 ）

C:総費用(億円) 18,652 B/C 8.1 B-C 133,152

便益の主
な根拠

浸水軽減戸数：約65万戸
浸水軽減面積：約3,520ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度

事業の効
果等

寝屋川北部地下河川鶴見調節池を整備とすることにより、浸水軽減面積の拡大（約1,000ha）および雨水貯留量（12万m3)を確保し、浸水被害を
軽減することができる。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・令和４年度１１月１１日に学識者等による第三者から構成される大阪府河川整備審議会にて建設事業再評価を実施し、寝屋川流域総合治水
対策について、投資効果など事業の必要性を踏まえ、「事業継続」が妥当であると答申を得ている。

EIRR
（％）

16.0

新規
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寝屋川（鶴見調節池） 大規模特定河川事業 位置図

位置図

N

寝屋川
（鶴見調節池）

位置図 (大阪府)

寝屋川水系流域図

凡例

河川
外水域
内水域
地下河川（破線部は未完成）
遊水地（完成済）
遊水地（未完成）
流域調節池
水門・堰

寝屋川流域

凡例

河川
外水域
内水域
地下河川（破線部は未完成）
遊水地（完成済）
遊水地（未完成）
流域調節池
水門・堰

寝屋川流域

寝屋川流域
流域面積：267.6km2（大阪府面積の約1/7）
流域の人口 ： 約273万人（大阪府人口の約1/3）
流域の資産 ： 約51兆円
（H27年国勢調査およびH18年事業所・企業統計調査に基づく）

大和川

N

寝屋川流域

寝屋川（鶴見調節池）
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担当課長名 林　正道
事業名
（箇所名）

寝屋川流域特定都市河川浸水被害対策推進事業

令和４年度

担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

大阪府

実施箇所 大阪府東大阪市、八尾市、柏原市
評価
年度

主な事業
の諸元

河道改修、調節池、遊水地

事業期間 事業採択 令和５年度 完了 令和１４年度

総事業費
（億円）

160

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・大阪府の東部に位置する寝屋川流域は、流域の3/4は雨水が自然に河川に流れ込まない「内水域」であり、雨水をポンプで強制的に河川へ
排出している。また、河川に集められた雨水の出口は、寝屋川の京橋口ただ一ヶ所しかなく、浸水が起こりやすい地形である。
・流域には、大阪府全体の約1/3にあたる住民約273万人が生活しており、日本の経済を担うオンリーワン企業が多く立地している。
・平成24年8月14日、寝屋川市で143mm/hを観測するなど局地的な大雨が発生し、床下17,080戸、床上2,554戸の甚大な浸水被害が発生した。
・平成18年1月13日に「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき特定都市河川流域に指定され、令和4年5月19日には特定都市河川浸水被害
対策法の改正に伴い、法定協議会を設立した。今後これを契機に、雨水貯留浸透施設の整備や河道改修により、更なる流域治水の推進を行
い、早期に地域の安全性の向上を図る。

＜達成すべき目標＞
　布施公園調節池、加納元町調節池と法善寺多目的遊水地の整備と恩智川河道改修により、床上浸水約166ha、床下浸水約307haが軽減され
る。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

令和４年度
B:総便益
(億円)

151,804

感度分析
残事業費　　（＋10％ ～ －10％）　B/C（　7.9  ～　8.5 ）
残工期　　　 （＋10％ ～ －10％）　B/C（　8.1  ～  8.2 ）
資産　　　　　（－10％ ～ ＋10％）　B/C（　7.3  ～  9.0 ）

C:総費用(億円) 18,652 B/C 8.1 B-C 133,152

便益の主
な根拠

浸水軽減戸数：約65万戸
浸水軽減面積：約3,520ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度

事業の効
果等

布施公園調節池、加納元町調節池と法善寺多目的遊水地の整備と恩智川河道改修により、床上浸水約166ha、床下浸水約307haが軽減され
る。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・令和４年度１１月１１日に学識者等による第三者から構成される大阪府河川整備審議会にて建設事業再評価を実施し、寝屋川流域総合治水
対策について、投資効果など事業の必要性を踏まえ、「事業継続」が妥当であると答申を得ている。

EIRR
（％）

16.0

新規
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寝屋川流域 特定都市河川浸水被害対策推進事業 位置図

位置図

布施公園調節池

位置図 (大阪府)

寝屋川水系流域図

凡例

河川
外水域
内水域
地下河川（破線部は未完成）
遊水地（完成済）
遊水地（未完成）
流域調節池
水門・堰

寝屋川流域

凡例

河川
外水域
内水域
地下河川（破線部は未完成）
遊水地（完成済）
遊水地（未完成）
流域調節池
水門・堰

寝屋川流域

寝屋川流域
流域面積：267.6km2（大阪府面積の約1/7）
流域の人口 ： 約273万人（大阪府人口の約1/3）
流域の資産 ： 約51兆円
（H27年国勢調査およびH18年事業所・企業統計調査に基づく）

大和川

布施公園調節池

N

寝屋川流域

加納元町調節池Ⅰ期、Ⅱ期

加納元町調節池
Ⅰ期、Ⅱ期

恩智川（法善寺）遊水地

恩智川（法善寺）
遊水地

恩智川

恩智川

N
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浸水被害軽減戸数：21戸
浸水被害軽減面積：1.1ha

事業の効果
等

　平成30年7月豪雨による洪水，令和3年7月洪水において，本川からの溢水・越水を防止するほか，計画高水位以下で流下可能となるため，築
堤区間においては破堤の危険性も回避できる。
　その結果，平成30年7月豪雨，令和3年7月洪水実績において，家屋の床上浸水を防止できる。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
　計画については異論なし。
　流域治水の重要性や整備効果等を丁寧に発信していくことが重要。

11
EIRR
（％）

6.6
B:総便益
(億円)

感度分析
残事業費　　（＋10％ ～ －10％）　B/C（　1.3　 ～　1.6　）
残工期   　　 （＋10％ ～ －10％）　B/C（　1.4　 ～ 　1.4　）
資産　　　　（－10％ ～ ＋10％）　B/C（　1.3　 ～ 　1.6　）

37 C:総費用(億円) 27 B/C 1.4 B-C

便益の主な
根拠

事業全体の
投資効率性

基準年度 令和４年度

目的・必要性

＜解決すべき課題・背景＞
　本川水系では，近年5か年で平成30年7月の豪雨，令和3年7月の豪雨と2回の豪雨災害が発生し，連続して250戸以上の甚大な家屋浸水被害
が発生した。この要因は，本川の流下能力不足とともに，橋梁桁下による阻害等が挙げられ，再度災害防止の観点から，河道拡幅，橋梁架替
等の抜本的な河川改修を行い，早期に治水安全度を向上させる必要がある。
＜達成すべき目標＞
　平成30年7月豪雨による洪水及び令和3年7月洪水に対して，河川からの溢水・越水による家屋浸水被害が発生しないよう河川改修を行う。
＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：河川整備計画（令和５年３月策定予定）
・施策目標：平成30年７月豪雨による洪水及び令和３年７月洪水に対して，河川からの溢水・越水を防止する。

令和２２年度

総事業費（億
円）

8.0

事業期間 事業採択 令和５年度 完了

評価
年度

令和４年度

主な事業の
諸元

河川改修（河道拡幅L=1.05km，橋梁架替１式）

担当課長名 林　正道

実施箇所 広島県竹原市

事業名
（箇所名）

本川特定都市河川浸水被害対策推進事業
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
広島県

新規
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事業名
（箇所名）

阿武川（鍋倉工区）大規模特定河川事業
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
山口県

担当課長名 林　正道

実施箇所 山口県山口市
評価
年度

令和４年度

主な事業
の諸元

河道掘削、護岸、橋梁等

事業期間 事業採択 令和５年度 完了 令和９年度

総事業費
（億円）

10

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・阿武川は、山口市の北部に位置し、現況流下能力が低く、平成25年7月豪雨により浸水被害が発生。
・当該豪雨では、床上浸水29戸、床下浸水98戸が発生したことから、流下能力不足区間について、早急に整備を進める必要がある。

＜達成すべき目標＞
・河道掘削、護岸、橋梁架替等を実施し、平成25年7月豪雨と同規模の洪水に対して、浸水被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

令和４年度
B:総便益
(億円)

171

感度分析
残事業費（+10％～-10％）　B/C：1.9～2.0
残工期（+10％～-10％）　   B/C：2.0～2.0
資産（-10％～+10％）　       B/C：1.8～2.2

C:総費用(億円) 88 B/C 2.0 B-C 84

便益の主
な根拠

　浸水軽減戸数：83戸
　浸水軽減面積：231ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度

事業の効
果等

・平成25年7月豪雨と同規模の洪水に対して、浸水被害を軽減する。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
本事業は山口県公共事業評価委員会において審議され、令和４年１１月に事業継続が妥当であることを確認している。

EIRR
（％）

27.4

新規
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阿武川 大規模特定河川事業 位置図

あぶがわ あぶがわ

阿武川水系阿武川

【山口県】

この地図は、国土地理院の地理院地図（電子国土Web）の一部を掲載したものである。

鍋倉橋
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担当課長名 林 正道
事業名
（箇所名）

金立川大規模特定河川事業

令和4年度

担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

佐賀県

実施箇所 佐賀県佐賀市
評価
年度

主な事業
の諸元

築堤、河道掘削、護岸、橋梁、堰　等

事業期間 事業採択 令和5年度 完了 令和14年度

総事業費
（億円）

20

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・筑後川水系金立川は、佐賀市を流下し、筑後川に合流する河川であり、平成21年7月の大雨の際に、破堤し、災害が発生した。
・当該豪雨では、浸水戸数23戸、浸水面積2haの被害が発生したことから、流下能力が不足している区間について、早急に整備を進める必要があ
る。

＜達成すべき目標＞
・流下能力が不足している区間を整備し、計画規模（1/30）の降雨による洪水に対して、浸水被害を防止する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減。
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。

令和4年度
B:総便益
(億円)

9,653

感度分析
残事業費　　（＋10％ ～ －10％）　B/C（5.7～5.7）
残工期　　　 （＋10％ ～ －10％）　B/C（5.6～5.8）
資産　　　　　（－10％ ～ ＋10％）　B/C（5.2～6.3）

C:総費用(億円) 1,688 B/C 5.7 B-C 7,965

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：3,937戸
年平均浸水軽減面積：600ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度

事業の効
果等

当該事業を実施することにより、平成21年7月と同規模の洪水に対して、浸水被害を防止する。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
学識者等による第三者委員会から構成される公共事業評価監視委員会を開催し、河川整備を可とした答申を得ている。

EIRR
（％）

4.0

新規
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金立川大規模特定河川事業　位置図

実施区間

筑後川水系金立川
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担当課長名 林 正道
事業名
（箇所名）

晴気川大規模特定河川事業

令和4年度

担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

佐賀県

実施箇所 佐賀県小城市
評価
年度

主な事業
の諸元

河道掘削、橋梁、堰　等

事業期間 事業採択 令和5年度 完了 令和10年度

総事業費
（億円）

17

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・六角川水系晴気川は、小城市を流下し、六角川に合流する河川であり、流下能力不足が原因で平成2年7月の洪水で浸水被害が発生した。
・当該豪雨では、浸水戸数1,393戸、浸水面積624haの甚大な被害が発生したことから、流下能力が不足している区間について、早急に整備を進
める必要がある。

＜達成すべき目標＞
・流下能力が不足している区間を整備し、計画規模（1/30）の降雨による洪水に対して、浸水被害を防止する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減。
・施策目標：水害等災害の防止・減災を推進する。

令和4年度
B:総便益
(億円)

1,338

感度分析
残事業費　　（＋10％ ～ －10％）　B/C（14.4 ～16.3）
残工期　　　 （＋10％ ～ －10％）　B/C（15.2～15.3）
資産　　　　　（－10％ ～ ＋10％）　B/C（13.7～16.3）

C:総費用(億円) 88 B/C 15.3 B-C 1,250

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：173戸
年平均浸水軽減面積：212ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度

事業の効
果等

当該事業を実施することにより、平成2年7月と同規模の洪水に対して、浸水被害の軽減を図る。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
学識者等による第三者委員会から構成される公共事業評価監視委員会を開催し、本事業個所を含む河川事業を継続することは妥当との評価
を得ている。

EIRR
（％）

73.0

新規
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晴気川大規模特定河川事業　位置図

晴気川

佐賀県全体位置図

小城市

六角川水系晴気川
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事業の効
果等

当該事業を実施することにより、平成2年7月と同規模の洪水に対して、浸水被害を防止する。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
学識者等による第三者委員会から構成される公共事業評価監視委員会を開催し、本事業個所を含む河川事業を継続することは妥当との評価
を得ている。

EIRR
（％）

26.0

感度分析
残事業費　　（＋10％ ～ －10％）　B/C（5.7 ～5.9）
残工期　　　 （＋10％ ～ －10％）　B/C（5.8～5.8）
資産　　　　　（－10％ ～ ＋10％）　B/C（5.2～6.4）

C:総費用(億円) 877 B/C 5.8 B-C 4,206

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：481戸
年平均浸水軽減面積：377ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和4年度
B:総便益
(億円)

5,083

総事業費
（億円）

16

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・筑後川水系三本松川は、神埼市を流下し、筑後川に合流する河川であり、流下能力不足が原因で平成2年7月の洪水で浸水被害が発生した。
・当該豪雨では、浸水戸数487戸、浸水面積3,390haの甚大な被害が発生したことから、流下能力が不足している区間について、早急に整備を進
める必要がある。

＜達成すべき目標＞
・流下能力が不足している区間を整備し、計画規模（1/10）の降雨による洪水に対して、浸水被害を防止する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減。
・施策目標：水害等災害の防止・減災を推進する。

事業期間 事業採択 令和5年度 完了 令和14年度

評価
年度

令和4年度

主な事業
の諸元

河道掘削、護岸、橋梁、堰　等

担当課長名 林 正道

実施箇所 佐賀県神埼市

事業名
（箇所名）

三本松川大規模特定河川事業
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
佐賀県

新規
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三本松川大規模特定河川事業　位置図

筑後川水系三本松川

実施区間
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事業の効
果等

・当該事業を実施することにより、計画規模（1/30）の洪水に対して、浸水被害を解消する。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
令和２年７月に学識者等による第三者から構成される公共事業評価監視委員会を開催し、事業継続を可とした答申を得ている。

EIRR
（％）

7.5

感度分析
残事業費　　（＋10％ ～ －10％）　　　B/C（1.5 ～1.7）
残工期　　　 （＋10％ ～ －10％）　　　B/C（1.6 ～1.6）
資産　　　　　（－10％ ～ ＋10％）　　　B/C（1.4 ～1.7）

C:総費用(億円) 153 B/C 1.6 B-C 89

便益の主
な根拠

浸水被害軽減戸数：257戸
浸水被害軽減面積：93ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和２年度
B:総便益
(億円)

242

総事業費
（億円）

28

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞

・令和元年9月の台風17号により、床下38戸、床上浸水52戸、国道冠水、田畑冠水等の甚大な被害が発生した。

＜達成すべき目標＞

・河口部の河床掘削等を集中的に行い、計画規模の洪水に対して、浸水被害を解消する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害･土砂災害の防止・減災を推進する。

事業期間 事業採択 令和５年度 完了 令和１４年度

評価
年度

令和４年度

主な事業
の諸元

河道掘削

担当課長名 林　正道

実施箇所 長崎県対馬市

事業名
（箇所名）

佐護川大規模特定河川事業
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
長崎県

新規
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佐護川大規模特定河川事業位置図

実施区間

長崎県全体位置図
佐護川水系佐護川

対馬市
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